
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号

連
合
国
財
産
上
の
家
屋
等
の
譲
渡
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
（
昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
）
に

基
き
、
こ
こ
に
連
合
国
財
産
上
の
家
屋
等
の
譲
渡
に
関
す
る
政
令
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
主
務
大
臣
が
連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
六
号
）
第

十
三
条
第
一
項
又
は
同
令
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
国
財
産
で
あ
る
土
地
（
主
務
大
臣
の
指
定
す
る

土
地
に
関
す
る
権
利
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
返
還
の
措
置
を
と
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
産
の
返
還
請
求
権
者

又
は
そ
の
者
に
代
り
当
該
財
産
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
連
合
国
の
政
府
の
請
求
に
基
き
、
当
該
財
産

を
同
令
第
七
条
第
四
項
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
時
に
お
い
て
有
し
て
い
た
同
令
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
連
合
国
人
の
同
意
（
当
該
連
合
国
人
が
同
令
第
二
条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
法
人
で
あ
つ
て
、
そ

の
株
式
又
は
持
分
が
旧
敵
産
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
千
百
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
選
任
さ
れ
た
管
理
人
の
管
理
に
付
せ
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
株
式
又
は
持
分
が
当

該
管
理
人
の
管
理
に
付
せ
ら
れ
た
こ
と
に
因
り
連
合
国
人
が
当
該
法
人
の
経
営
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
間
に
お
い
て
さ
れ
た
当
該
法
人
の
同
意
を
除
く
。
）
を
得
な
い
で
そ
の
時
後
当
該
財
産
（
当
該
財
産
が
所
有
権

以
外
の
主
務
大
臣
の
指
定
す
る
権
利
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
の
目
的
物
）
の
上
に
建
設
さ
れ
た
家
屋
そ
の
他

の
工
作
物
（
以
下
「
家
屋
等
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
返
還
請
求
権
者
又
は
連
合
国
の
政
府
（
以
下
「
返
還
請
求
権

者
等
」
と
い
う
。
）
に
譲
渡
し
、
又
は
除
去
す
る
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
譲
渡
及
び
除
去
の
請
求
の
手
続
）

第
一
条
の
二
　
返
還
請
求
権
者
等
は
、
連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
政
令
第
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
項
又

は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
土
地
の
返
還
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
返
還
の
請
求
に
際
し
、
主

務
大
臣
に
対
し
、
同
条
の
家
屋
等
を
譲
渡
し
、
又
は
除
去
す
る
こ
と
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
政
令
第
十
二
条
第
七
項
及
び
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
譲

渡
又
は
除
去
を
請
求
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
収
用
の
権
限
及
び
手
続
）

第
二
条
　
主
務
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
返
還
請
求
権
者
等
か
ら
家
屋
等
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
請
求
さ
れ
た
場

合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
家
屋
等
を
収
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
家
屋
等
を
収
用
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
収
用
令
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
収
用
す
る
家
屋
等
の
所
有
者
の
氏
名

二
　
収
用
の
事
由

三
　
収
用
す
る
家
屋
等
の
種
類
、
構
造
及
び
所
在

四
　
収
用
の
時
期

五
　
引
渡
の
時
期

六
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
屋
等
の
所
有
者
が
収
用
令
書
の
受
領
を
拒
ん
だ
と
き
又
は
日

本
国
内
に
住
所
、
居
所
を
有
し
な
い
と
き
、
そ
の
所
有
者
の
住
所
、
居
所
と
も
に
不
明
な
と
き
、
緊
急
の
必
要
に

よ
り
こ
れ
を
交
付
す
る
い
と
ま
の
な
い
と
き
そ
の
他
こ
れ
を
そ
の
所
有
者
に
交
付
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と

き
は
、
収
用
令
書
の
要
旨
を
公
告
し
、
収
用
令
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
収
用
令
書
を
交
付
し
、
又
は
そ
の
要
旨
の
公
告

を
し
た
と
き
は
、
家
屋
等
に
つ
い
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
者
（
以
下
関
係
権
利
者
と
い
う
。
）
で
知
れ

て
い
る
者
に
対
し
、
そ
の
要
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
場
合
を
除

き
、
こ
れ
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
用
の
効
果
）

第
四
条
　
主
務
大
臣
が
、
第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
収
用
令
書
を
交
付
し
、
又
は
そ
の
要
旨
の
公

告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
収
用
令
書
に
記
載
さ
れ
た
収
用
の
時
期
又
は
当
該
公
告
中
に
定
め
ら
れ
た
収
用
の
時
期

に
お
い
て
、
国
が
家
屋
等
の
所
有
権
を
取
得
し
、
関
係
権
利
者
の
当
該
家
屋
等
に
つ
い
て
有
す
る
権
利
は
、
消
滅

す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
所
有
権
を
取
得
し
た
家
屋
等
に
つ
い
て
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

七
十
三
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
引
渡
命
令
の
権
限
及
び
手
続
）

第
五
条
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
返
還
請
求
権
者
等
か
ら
家
屋
等
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
請
求
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
家
屋
等
の
占
有
者
に
対
し
、
こ
れ
を
引
き
渡
す
こ
と

を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
家
屋
等
の
引
渡
を
命
じ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
占
有
者
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
引
渡
令
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
引
渡
を
命
ぜ
ら
れ
る
家
屋
等
の
占
有
者
の
氏
名

二
　
引
渡
の
事
由

三
　
引
渡
を
命
ぜ
ら
れ
る
家
屋
等
の
種
類
、
構
造
及
び
所
在

四
　
引
渡
の
時
期

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
、
準
用
す
る
。

（
家
屋
等
の
管
理
）

第
六
条
　
家
屋
等
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
収
用
令
書
若
し
く
は
引
渡
令
書
を
受
領
し
た
時
又
は
こ
れ
ら
の
交
付

に
代
え
る
公
告
の
あ
つ
た
時
か
ら
、
当
該
家
屋
等
を
主
務
大
臣
に
引
き
渡
す
時
ま
で
、
良
好
な
状
態
に
お
い
て
こ

れ
を
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
引
渡
の
義
務
）

第
七
条
　
家
屋
等
の
所
有
者
又
は
占
有
者
は
、
収
用
令
書
又
は
引
渡
令
書
に
記
載
さ
れ
た
引
渡
の
時
期
に
、
当
該
家

屋
等
を
主
務
大
臣
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
当
該
家
屋
等
に
関
し
て
強
制
執
行
手
続
、
国
税
徴
収
法
に
よ
る
強
制
徴
収
手
続
そ
の
他
こ
れ

ら
の
手
続
に
準
ず
る
も
の
が
進
行
中
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

（
引
渡
の
方
法
）

第
八
条
　
主
務
大
臣
は
、
当
該
職
員
に
家
屋
等
の
引
渡
を
受
け
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
引
渡
を
受
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、
且
つ
、

関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
家
屋
等
の
譲
渡
）

第
九
条
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
返
還
請
求
権
者
等
か
ら
家
屋
等
を
譲
渡
す
る
こ
と
を
請
求
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
法
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
家
屋
等
を
当
該
家
屋
等
の
存
す
る
第
一
条
に

規
定
す
る
土
地
の
返
還
請
求
権
者
に
譲
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
除
去
の
権
限
及
び
手
続
）

第
十
条
　
主
務
大
臣
は
、
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
返
還
請
求
権
者
等
か
ら
家
屋
等
を
除
去
す
る
こ
と
を
請
求
さ

れ
た
と
き
は
、
当
該
家
屋
等
の
所
有
者
に
対
し
、
当
該
家
屋
等
を
除
去
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
命
令
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
に
対
し
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
除
去
令
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
除
去
を
命
ぜ
ら
れ
る
家
屋
等
の
所
有
者
の
氏
名

二
　
除
去
の
事
由

三
　
除
去
を
命
ぜ
ら
れ
る
家
屋
等
の
種
類
、
構
造
及
び
所
在

四
　
除
去
の
時
期

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
第
二
条
第
三
項
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
、
準
用
す
る
。

第
十
条
の
二
　
主
務
大
臣
は
、
家
屋
等
の
所
有
者
が
前
条
第
一
項
の
命
令
に
係
る
除
去
を
し
な
い
と
き
は
、
当
該
職

員
を
し
て
当
該
家
屋
等
を
除
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
主
務
大
臣
は
、
前
項
の
家
屋
等
の
除
去
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
及
び
占
有
者
に
対
し
、
左
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
除
去
通
知
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
除
去
す
べ
き
家
屋
等
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
氏
名

1



二
　
除
去
の
事
由

三
　
除
去
す
べ
き
家
屋
等
の
種
類
、
構
造
及
び
所
在

四
　
除
去
の
時
期

五
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

３
　
当
該
職
員
は
、
家
屋
等
を
除
去
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
除
去
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
家

屋
等
が
建
設
さ
れ
て
い
る
土
地
そ
の
他
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
立
ち
入
る
場
合
に
、
準
用
す
る
。

（
損
失
の
補
償
）

第
十
条
の
三
　
家
屋
等
の
収
用
若
し
く
は
引
渡
又
は
除
去
に
よ
つ
て
当
該
家
屋
等
の
所
有
者
又
は
関
係
権
利
者
の
受

け
た
損
失
は
、
別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
補
償
す
る
。

（
登
記
）

第
十
一
条
　
主
務
大
臣
が
家
屋
等
を
収
用
し
、
譲
渡
し
、
又
は
除
去
し
た
場
合
に
お
い
て
必
要
な
登
記
は
、
主
務
大

臣
に
お
い
て
遅
滞
な
く
登
記
所
に
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
登
記
に
関
す
る
特
例
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

（
非
課
税
）

第
十
二
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
記
に
つ
い
て
は
、
登
録
税
を
課
さ
な
い
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
譲
渡
に
よ
る
連
合
国
人
の
家
屋
等
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
地
方
税

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
報
告
及
び
資
料
の
徴
収
、
立
入
並
び
に
検
査
）

第
十
三
条
　
主
務
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
家
屋
等
に
つ
い
て
報
告
若
し
く
は
資
料
を
徴
し
、
又

は
当
該
職
員
を
し
て
必
要
な
場
所
に
立
ち
入
り
、
若
し
く
は
当
該
家
屋
等
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他

の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
又
は
検
査
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
票
を
携
帯
し
、

且
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
人
に
対
す
る
効
力
）

第
十
四
条
　
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
な
し
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
家
屋
等
の
所
有
者
及
び
関
係
権
利
者
の
承

継
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
主
務
大
臣
）

第
十
四
条
の
二
　
こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
連
合
国
財
産
で
あ
る
土
地
が
国
の
所
有
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
場
合
は
連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
政
令
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
と
し
、
そ
の
他

の
場
合
は
財
務
大
臣
と
す
る
。

（
罰
則
）

第
十
五
条
　
第
六
条
又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金

に
処
す
る
。

第
十
六
条
　
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
怠
り
、
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は

資
料
を
提
出
し
、
又
は
当
該
職
員
の
立
入
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
一
年
以

下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
若
し
く

は
人
の
業
務
又
は
家
屋
等
に
関
し
て
、
前
二
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
の
外
、
そ
の
法

人
又
は
人
に
対
し
て
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

附
　
則

第
十
八
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

第
十
九
条
　
こ
の
政
令
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
十
九
日
か
ら
こ
の
政
令
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
関
す
る
件
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
大
蔵
大
臣
が
返
還
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
命
じ
た
土
地
の
上
に
建
設
さ
れ
た
家
屋
等
の
譲
渡

に
つ
い
て
も
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
五
月
三
一
日
法
律
第
一
三
四
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
月
二
二
日
政
令
第
七
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
六
年
一
一
月
二
八
日
政
令
第
三
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
施
行
前
連
合
国
最
高
司
令
官
か
ら
さ
れ
た
連
合
国
財
産
上
の
家
屋
等
の
譲
渡
又
は
除
去
の
要
求
は
、

こ
の
政
令
施
行
後
は
、
改
正
後
の
連
合
国
財
産
上
の
家
屋
等
の
譲
渡
等
に
関
す
る
政
令
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ

る
譲
渡
又
は
除
去
の
請
求
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
三
日
法
律
第
九
五
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日
法
律
第
二
六
八
号
）
　
抄

１
　
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第

二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

2


